
 

 

 

 

令和４年７月２１日 

 

 

第７４回足立区都市計画審議会議事録 

 

足立区役所 中央館８階 特別会議室



第７４回足立区都市計画審議会会議録記録署名委員 

（令和４年７月２１日開催） 

 

 

 

会 長 

 

 

 

署 名 委 員 

 

 

 



足立区都市計画審議会 会議概要 

会 議 名 第７４回足立区都市計画審議会 

事 務 局 都市建設部 都市建設課 

開催年月日 令和４年７月２１日（木） 

開 催 時 間 午後１時５９分 ～ 午後２時５３分 

開 催 場 所 足立区役所 中央館８階 特別会議室 

区長の出席 有・無 

出 席 者 

 

会長 

長塩 英治 委員 

署名委員 

廣兼 周一 委員 
村尾 公一 委員 

松本  昭 委員 工藤 哲也 委員 たがた 直昭 委員 

吉岡  茂 委員 いいくら 昭二 委員 柴  善弘 委員 

柴田 政子 委員 長谷川 京子 委員 渡部 郁子 委員 

鈴木 亮太 委員   

    

   

   

欠 席 者 

三輪 由美 委員 林  千尋 委員  横村 隆子 委員 

茂木  繁 委員 上野 須美代 委員  

 

 

 

 

関係区職員 

 

 

 

専 門 委 員・幹 事 

副区長 

工藤 信 専門委員 

都市建設部長 

犬童 尚 専門委員 

まちづくり課長 

大竹 俊樹 幹事 

パークイノベーション推進課長 

金澤 大輔 幹事   

   

   



そ の 他 区 関 係 職 員 

まちづくり課東部地区係長 

國井 重信 
まちづくり課東部地区係係員 

辻村 孔佑 
まちづくり課中部地区係長 

佐々木 寛一 

まちづくり課中部地区係主任 

橋爪 多実 
中部地区まちづくり担当課長 

内田 和男 
区営住宅更新担当課長 

佐久間 浩 

住宅課長 

神山 和洋 

住宅課団地建替係長 

山下 栄一 

住宅課団地建替係係員 

塩田 真希 

産業政策課長 

吉尾 文彦 
  

事 務 局 

 都市建設課長 

室橋 延昭 

都市計画係長 

上野 衣知子 

都市計画係主任 

白田 浩章 

都市計画係係員 

庭月野 宏基 

都市計画係係員 

髙橋 一代 
 

   

      

資 料 

 

・第７４回足立区都市計画審議会（令和４年７月）次第 

・第７４回足立区都市計画審議会 委員等名簿 

・第７４回足立区都市計画審議会 座席表 

・第７４回足立区都市計画審議会（令和４年７月）議案書（計画図書） 

・第７４回足立区都市計画審議会（令和４年７月）議案説明資料 

・第７４回足立区都市計画審議会（令和４年７月）報告説明資料 

・報告３ 別添資料１ 用途地域等変更箇所一覧 

・都市計画図Ⅰ・Ⅱ（令和４年度６月時点） 

 

 

 

そ の 他 

傍聴人：有・無 （ １人） 

 

その他の参加者：有・無  

 

 

 



1 

 

（審議経過） 

○室橋都市建設課長 皆さん、こんにちは。

定刻前ではございますが、本日出席ご予定

の方、皆さんご出席になりましたので、始め

させていただきたいと思います。 

 本日は、お忙しい中、第７４回足立区都市

計画審議会にご出席いただきまして、誠に

ありがとうございます。 

 私は、本日、司会を務めさせていただきま

す、都市建設課長の室橋と申します。よろし

くお願いいたします。 

 本日の都市計画審議会ですが、コロナウ

イルス感染拡大防止対策の一環と致しまし

て、当会場とＷｅｂの併用による会議形態

に変更し、ご審議いただくことといたしま

した。途中、音声が聞きづらい、画面が見え

にくい等の場合は、お声がけいただきたい

と思います。ご理解の程、よろしくお願いい

たします。 

はじめに、本審議会の情報公開について

です。本審議会は公開を原則としておりま

す。このため、会議記録につきましては区の

ホームページで公開させていただいており

ます。また、会議記録作成のため、録音させ

ていただきますので、ご理解、ご了承の程お

願いいたします。 

次に、委員の変更がありましたので、ご紹

介をさせていただきます。 

足立区議会議長、工藤哲也様。 

足立区議会総務委員長、吉岡茂様。 

足立区議会建設委員長、いいくら昭二様

の３名の皆様でございます。 

なお、本審議会委員選任の委嘱状につき

ましては、コロナウイルス感染対策等の観

点も踏まえまして、席上配布にて代えさせ

ていただいておりますので、ご了承願いま

す。 

なお、足立区議会副議長たがた直昭様は、

昨年度に引き続き委員を務めていただくこ

ととなりました。 

委員の皆様、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 それでは、議案審議に移らせていただき

ます。 

議事の進行は長塩会長にお願いいたしま

す。 

○長塩会長 それでは、都市計画審議会の

議事を進めてまいります。 

まず、はじめに事務局から本日の議案と

資料について、説明してください。 

○室橋都市建設課長 それでは、次第をご

覧ください。 

 議案ですが、第１号議案「辰沼一丁目地区

関連」といたしまして、１－１「東京都市計

画一団地の住宅施設の変更（中川第二団地

の住宅施設の廃止）（足立区決定）」、１－

２「東京都市計画地区計画辰沼一丁目地区

地区計画の決定（足立区決定）」。第２号議

案「東京都市計画住宅市街地の開発整備の

方針の変更（東京都からの意見照会）」、以

上２件でございます。 

 続いて、報告事項ですが、報告１「長期優

良住宅法の改正に伴う地区計画の一括変更

について」、報告２「生産緑地地区関連につ

いて」、報告３「用途地域等の一括変更につ

いて」、報告４「神明南地区地区計画の変更

について」、報告５「平野・東六月町地区地

区計画の変更について」の５件でございま

す。 

 それでは、資料の確認をさせていただき

ます。お持ちいただいた資料をご覧くださ

い。 

 「次第」「委員等名簿」「座席表」、それ

ぞれ１枚。座席表につきましては、コロナ感

染拡大防止の観点より、通常より人数を減

らしておりますため、変更がございます。席

上配布しておりますので、差し替えをお願

いしたいと思います。続いて、しろ色の表紙

の議案書一綴り。きみどり色の表紙の議案

説明資料一綴り。もも色の表紙の報告説明

資料一綴り。報告３、別添資料１、一綴り。

令和４年６月時点の新しい都市計画図Ⅰ・

Ⅱ、各１部ずつ。 

 以上が本日の資料でございます。不足し

ている資料がございましたら、事務局へお

知らせください。―よろしいでしょうか。 

 次に、議案及び報告事項のご説明及び発

言方法についてご案内いたします。 

 議案及び報告事項のご説明においては、

前方のモニターを利用しますので、ご説明

の際はモニターをご覧ください。お手元の

資料はモニターが見づらい場合にご覧くだ

さい。 

 質疑応答においてご発言の際には挙手い

ただき、会長の指名がありましたら席上の

マイクのスイッチを入れてご発言ください。

また、発言が終わりましたらスイッチをお
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切りいただきますようお願い申し上げます。 

 なお、質疑応答については、議案２件は説

明後にそれぞれお時間を設け、報告事項に

つきましては全５件の説明の後にまとめて

お時間を設けさせていただきます。Ｗｅｂ

でご参加の委員からご質疑がある場合は、

事務局よりマイクを通してお伝えさせて頂

く場合がありますので、ご了承ください。 

事務局からは以上でございます。 

○長塩会長 それでは、審議に入る前に、委

員の出席状況を事務局から報告してくださ

い。 

○室橋都市建設課長 本日は、定数１８名

のところ１３名のご出席を頂いております。

過半数のご出席を頂いておりますので、審

議会が有効に成立することをご報告申し上

げます。 

○長塩会長 議事録署名人は、私と廣兼委

員さんが務めますので、よろしくお願いい

たします。 

 それでは、議案の審議に入ります。 

 第１号議案「辰沼一丁目地区関連」を佐久

間区営住宅更新担当課長から説明してくだ

さい。 

○佐久間区営住宅更新担当課長 区営住宅

更新担当課長の佐久間でございます。よろ

しくお願いします。 

私からは、第１号議案「辰沼一丁目地区関

連」の１－１「東京都市計画一団地の住宅施

設の変更（中川第二団地の住宅施設の廃止）

（足立区決定）」及び１－２「東京都市計画

地区計画辰沼一丁目地区地区計画の決定

（足立区決定）」について議案を提出いたし

ます。ご説明に１０分程、お時間を頂きたい

と思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

まず１－１「一団地の住宅施設の変更」に

ついて、ご説明いたします。 

お手元の資料では、しろ色の表紙の議案

書１ページ目をご覧ください。 

 提出者は、足立区長、近藤弥生です。 

 提案理由は、本計画を変更するに当たり、

足立区都市計画審議会の議を経る必要があ

るためでございます。 

 議案書２ページから５ページは、都市計

画の案の理由書、計画書、総括図、計画図で

ございます。 

続きまして、１－２「地区計画の決定」に

ついてご説明いたします。 

お手元の議案書では７ページをご覧くだ

さい。 

提出者は、足立区長、近藤弥生です。 

提案理由は、本計画を決定するに当たり、

足立区都市計画審議会の議を経る必要があ

るためでございます。 

 議案書８ページ以降は、都市計画の案の

理由書、計画書、総括図、計画図でございま

す。 

以上が議案書のご案内になります。 

続きまして、議案書の内容について、きみ

どり色の表紙の議案説明資料でご説明いた

します。 

 議案説明資料１ページ目をご覧ください。 

「１ 議案の趣旨」についてです。本案件

は、都営辰沼町アパートの建て替え及び公

共用地を創出するに当たり、支障となる既

存の計画を定めた一団地の住宅施設を廃止

し、新たな計画に沿った地区計画を策定す

るものです。 

「２ 地区の現況」につきましては、位置

図のとおり、東京メトロ千代田線北綾瀬駅

の北側に位置し、昭和４４年度から昭和４

７年度にかけて建設された団地です。 

続きまして、「３ 計画概要」です。お手

元の資料では２ページをご覧ください。 

（１）中川第二団地の住宅施設の廃止に

ついて、制限事項として定めたものを全て

廃止いたします。 

次に、（２）地区計画の決定についてご説

明いたします。名称、位置、面積、目標、区

域の整備・開発及び保全に関する方針につ

いては記載のとおりです。 

その他、該当地区の方針では、別途定めた

辰沼一丁目地区景観ガイドラインに沿った

整備を位置づけています。 

続きまして、辰沼一丁目地区景観ガイド

ラインについてご説明します。お手元の資

料では３ページをご覧ください。 

足立区景観条例に基づき、足立区景観計

画との整合を図りながら、事業者である東

京都が令和４年２月に作成したものです。

本ガイドラインは、都営辰沼町アパートの

建て替え事業を進めるに当たり、まちづく

りと景観の観点から守るべきルール等を示

し、地区内で建築行為を行う上で事業者が

配慮すべき指針とするものです。 

景観形成のコンセプトは、「豊かな緑でつ

くる潤いとゆとりのある景観」「オープンス
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ペースでつくる安全で快適な景観」「周辺地

域と調和した景観」とし、図３や図４による

広場を検討しました。 

広場には、平常時と災害時の２つの特徴

を持たせました。 

まず、平常時は地域とのつながりを大切

にし、開かれた広場とするため外周道路沿

いに配置し、樹木による日陰の確保や腰か

けられる休憩スペースを設けるなど、「地域

と調和した、快適に過ごせる広場づくり」を

コンセプトとしています。 

次に、災害時には東京都が指定する避難

場所としての有効なオープンスペースを設

け、その機能を果たします。 

これらを含め、辰沼一丁目地区景観ガイ

ドラインは、足立区景観審議会の議を経て

決定いたしました。今回、ご審議頂く地区計

画では、その趣旨を引き継ぐとともに、開か

れた広場による地域との新たなコミュニテ

ィを創出し、区立公園や街路樹のつながり

を意識しながら、団地内樹木をできるだけ

継承した緑のネットワークを形成するよう

地区整備計画を定めます。 

続いて、地区整備計画についてです。お手

元の資料では４ページになります。 

地区施設の配置及び規模について記載し

ています。南北を走る団地中央には、幅員１

０ｍの地区内通路１号を位置づけておりま

す。これに沿って緑地１１号、１２号を配置

します。 

次に、東西を走る団地中央には広場１号

から３号を整備し、広場を結ぶ団地敷地内

にも緑地６号から９号を配置します。 

地区北側は、緑地２号、３号を配置します。 

地区西側は、幅員２．５ｍの歩道状空地１

号、２号、緑地１号を配置します。 

地区南側は、幅員１．６ｍの歩道状空地３

号、緑地１０号を配置します。 

地区東側は、幅員２ｍの歩道状空地４号、

緑地４号、５号を配置します。 

続いて、建築物に関する事項についてで

す。お手元の資料は５ページになります。 

左上の地区区分図に示すとおり、住宅地

区と公共公益施設地区の２地区に区分して

います。 

右の表をご覧ください。用途の制限につ

いて、住宅地区では都営住宅の建て替え用

地として想定しており、共同住宅や集会所

など、公共公益施設地区では保育所など、主

に記載の建築物が建築できる制限としてい

ます。 

次に、左下の表をご覧ください。容積率の

最高限度は、両地区とも１５０％以下に制

限しています。建蔽率の最高限度は、住宅地

区では４０％以下、公共公益施設地区では

５０％以下に制限しています。 

また、敷地面積の最低限度は、住宅地区で

は１００㎡以上、公共公益施設地区では５

００㎡以上とし、敷地の細分化を防ぎます。 

続いて、建築物の壁面の位置の制限につ

いてです。お手元の資料は６ページです。 

周辺への日影や圧迫感の軽減のため、図

に示す数値の範囲内には、駐輪場などを除

いて建物を建てられないよう制限します。

例えば地区の北側、図の中の１番について、

建物の高さが１０ｍ以下の部分については

道路境界線から２ｍ以内、高さが１０ｍ以

上の部分については１６．５ｍ以内に建物

を建てられないように制限します。２番か

ら６番についても記載のとおりの制限とな

っております。 

続いて、高さの最高限度についてです。お

手元の資料は７ページをご覧ください。 

周辺環境への配慮のため、建物の高さを

２５ｍ以下に制限します。 

その他の建築物等の制限についてですが、

形態や色彩などの意匠の制限及び垣や柵な

どの構造の制限を定めています。 

最後に、「都市計画手続きの経緯と今後の

予定」についてご説明いたします。 

お手元の資料では８ページをご覧くださ

い。 

今年３月の都市計画審議会でご報告させ

ていただき、３月下旬に利害関係者へ原案

の周知を行いました。 

４月７日から原案の公示・縦覧を行いま

したが、意見書の提出はございませんでし

た。 

６月６日に東京都知事協議の回答があり、

意見はございませんでした。 

６月２４日から案の公示・縦覧を行いま

したが、意見の提出はございませんでした。 

本日の都市計画審議会でご審議頂き、８

月上旬の都市計画決定・告示を行う予定で

す。 

先程、私から敷地面積で１００㎡と発言

しましたが、正しくは１，０００㎡でござい

ました。失礼いたしました。 
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以上で第１号議案の説明を終わります。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○長塩会長 それでは、第１号議案の審議

をいたします。 

発言に当たりましては、その都度、職名も

しくは氏名を名乗られてからお願いいたし

ます。 

 本件について、ご意見・ご質問がありまし

たらお願いいたします。 

○渡部委員 区民委員の渡部です。質問が

１つとお願いが 1つです。 

まず、緑の資料の３ページにイメージの

図があります。シンボルツリーやシンボル

並木（イチョウ）などと書かれているのです

が、例えばこのイメージ図というのは、具体

的にこの辰沼一丁目地区にシンボルとなる

ようなツリー、大きな木があるのかどうか。

計画上のそういう木を置きますよといった

イメージであって、この地区にこういった

木があるというわけではないのかというと

ころがちょっと分からなかったので、これ

が１つ質問です。 

そしてお願いというのは、この地区にあ

る既存の大きな木をぜひ残してほしいと思

っています。足立区内は全体的に大きな木

が少ないというふうに感じておりまして、

都市計画はいろいろなところできれいにな

っていくのですが、公園も計画で新しくな

ったところも、どちらかというと小さな木

が増えているというイメージがとてもあり

まして、日陰をつくるような大きな木とい

うのが、なかなか残すのは難しいんじゃな

いかというふうに感じています。実際にこ

の地区にどんな木があって、シンボルとな

るような大きな木は残して、ここに移設し

ますみたいなところまで計画に落とし込ん

でいただけるとすごくありがたいなと思っ

ています。それは地域の人にとってはとて

も知りたいことではないかと思いますので、

質問としては、このイメージに描かれてい

るシンボルとなるような木が、この地区に

あるのかどうかという点が１つ質問。そし

て、大きな木はぜひ残してほしいというお

願いでございます。以上です。 

○佐久間区営住宅更新担当課長 まずシン

ボルツリーになるような木があるかどうか

なのですが、大きい木としては１００本以

上ございます。ただ、健康状態であるとか、

これからの団地の配置によって、もしかし

たら残らないかもしれない。ただ極力残し

ていく、できるだけ既存のものは残してい

きたいと考えておりますので、そのような

計画をするように東京都と協議をしてまい

ります。 

○長塩会長 よろしいですか。 

○渡部委員 はい、ありがとうございます。 

○長塩会長 他になければ採決いたします。 

 本案につきまして、異議の無いものと決

定してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○長塩会長 それでは、第１号議案は異議

の無いものと決定いたします。 

 続きまして、第２号議案に移ります。 

第２号議案「東京都市計画住宅市街地の

開発整備の方針の変更（東京都からの意見

照会）」を室橋都市建設課長から説明してく

ださい。 

○室橋都市建設課長 都市建設課長の室橋

でございます。 

私からは第２号議案「東京都市計画住宅

市街地の開発整備の方針の変更（東京都か

らの意見照会）」について提出いたすもので

ございます。 

お手元の資料では、しろ色の表紙の議案

書の１９ページをご覧ください。 

提出者は、足立区長、近藤弥生です。 

提案理由は、本都市計画の変更に関する

東京都からの意見照会に回答するに当たり、

足立区都市計画審議会の議を経る必要があ

るためでございます。 

議案書の２０ページは都市計画の案の理

由書、２１ページは東京都からの照会文、２

３ページからは計画書、４３ページからは

附図、１２７ページ以降は新旧対照表でご

ざいます。 

議案書は少し分かりづらいため、きみど

り色の表紙の議案説明資料でご説明いたし

ます。 

議案説明資料９ページをご覧ください。 

「１ 議案の趣旨」でございます。本案件

は、都市計画法第７条の２に基づく三方針

の１つである住宅市街地の開発整備の方針

を東京都が変更するに当たり、足立区都市

計画審議会に意見照会するものでございま

す。 

今回、東京都が平成２９年９月に策定し

た都市づくりのグランドデザイン及び令和

３年３月に改定した都市計画区域マスター



5 

 

プラン等の上位計画並びに令和４年３月に

改定した東京都住宅マスタープランとの整

合を図るために修正するものでございます。 

１０ページをご覧ください。 

「２ 変更の概要」でございます。本方針

において、「良好な住宅市街地を整備すべき

又は開発すべき地区」として指定する重点

地区について今回見直しを行いました。 

今後の都市計画決定や事業実施の見込み、

団地の建て替えなどの状況等を踏まえて見

直しを行い、下記のとおり削除する地区及

び新たに選定する地区を選定した結果、重

点地区は２,５７９ｈａから１，６３３ｈａ

への変更となります。削除する地区３１地

区の名称とその理由、１１ページに移りま

して新たに選定する地区１８地区の名称と

その理由は、ご覧のとおりでございます。 

なお、面積が大幅に減少しておりますが、

実際の事業実施状況との整合を図った変更

であり、この方針の変更により実施すべき

事業を中止するものではございません。 

１２ページをご覧ください。 

こちらは変更前の重点地区を記した総括

図です。青色の地区が今回削除する重点地

区でございます。 

１３ページをご覧ください。 

こちらは変更後の重点地区を記した総括

図です。オレンジ色の地区が、今回新たに選

定する重点地区でございます。 

１４ページをご覧ください。 

最後に、「都市計画手続きの経緯と今後の

予定」でございます。 

令和３年６月１日に東京都から都市計画

案の作成依頼を受け、同年８月２７日に東

京都へ都市計画案を提出しております。 

その後、都市計画法第１６条に基づく都

市計画原案の公告・縦覧、都市計画法第１７

条に基づく都市計画の案の公告・縦覧を行

いましたが、公述の申出、意見書の提出はご

ざいませんでした。 

このたび東京都からの意見照会を受け、

足立区都市計画審議会でご意見を伺い、東

京都に回答いたします。 

その後、９月２日に開催予定の第２３８

回東京都都市計画審議会にて審議され、１

０月に都市計画決定・告示がされる予定で

ございます。 

以上で第２号議案のご説明を終わります。

ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

○長塩会長 それでは、第２号議案の審議

をいたします。 

発言に当たりましては、その都度、職名も

しくは氏名を名乗られてからお願いいたし

ます。 

本件についてご意見・ご質問がありまし

たらお願いいたします。 

無ければ、第２号議案については、「意見

なし」として、都市計画審議会から事務局に

お伝えいたします。 

続きまして、報告でございます。 

報告１「長期優良住宅法の改正に伴う地

区計画の一括変更について」及び報告２「生

産緑地地区関連について」、報告３「用途地

域等の一括変更について」、計３件を室橋都

市建設課長から説明願います。 

○室橋都市建設課長 都市建設課長の室橋

でございます。 

まず、報告１「長期優良住宅法の改正に伴

う地区計画の一括変更について」、ご説明い

たします。 

お手元の資料では、表紙がもも色の報告

説明資料の１ページとなります。 

はじめに、「１ 報告の趣旨」でございま

す。本案件は、総合設計の適用による市街地

の環境の整備改善に資するため、特定行政

庁の許可により容積率制限を緩和しても差

し支えない地区では、地区計画による建築

物の容積率の最高限度を適用除外とするた

め、関連する地区計画及び防災街区整備地

区計画を変更するものでございます。 

都市計画審議会への付議に先立ち、概要

をご報告させていただきます。 

次に、「２ 制度の概要」でございます。

長期優良住宅型総合設計とは、認定長期優

良住宅の建築を促進するとともに、新たに

建築される認定長期優良住宅における公開

空地の確保や地域の防災、環境等への貢献

等を通じて、市街地の安全性の向上や良好

な市街地住宅の供給の促進等、良好な建築

物の誘導を図り、もって市街地環境の整備

改善に資することを目的とする制度でござ

います。 

お手元の資料では２ページをご覧くださ

い。 

「３ 変更概要」の（１）変更する地区計

画についてでございます。変更の対象とな

る地区ですが、現在、地区計画等で建築物の

容積率の最高限度が定められていますが、
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長期優良住宅型を含む総合設計制度の適用

区域に該当し、容積率制限の緩和をできる

５つの地区を対象としました。 

選定条件は２つございます。１つ目はセ

ンター・コア・エリア内かつ商業地域または

近隣商業地域内の区域。２つ目は足立区都

市計画マスタープランの「広域拠点」「主要

な地域拠点」「地域拠点」内かつ商業地域ま

たは近隣商業地域内の区域としております。 

変更する地区は、①六町地区地区計画、②

足立北部地域舎人・古千谷本町地区地区計

画、③千住三丁目地区地区計画、④竹ノ塚駅

中央地区地区計画、⑤千住仲町地区防災街

区整備地区計画の５つです。場所について

は右図の変更箇所図をご覧ください。 

続きまして、（２）変更する事案について

でございます。 

お手元の資料では３ページをご覧くださ

い。 

変更する地区計画等において、該当する

地区区分に定められている「建築物の容積

率の最高限度」を適用除外とするため、「長

期優良住宅の普及の促進に関する法律第１

８条第１項による許可を受けた建築物」は

建築物の容積率の最高限度は適用しないと

いう規定を追加いたします。 

最後に、「３ 都市計画手続きの経緯と今

後の予定」でございます。 

１１月上旬から１１月下旬に原案の公

告・縦覧、後述の申出受け付けを行い、口述

の申出があった場合には、１２月上旬に公

聴会を開催いたします。 

２月下旬から３月上旬に案の公告・縦覧

を行い、３月下旬に開催予定の都市計画審

議会にてご審議頂き、３月下旬に都市計画

決定・告示を目指しております。 

３月に審議の予定ではございますが、都

市計画手続が長期に渡るため、今回の審議

会にてご報告させていただきました。 

以上で報告１の説明を終わります。 

続きまして、報告２「生産緑地地区関連に

ついて」、ご説明いたします。 

お手元の資料では、もも色の報告説明資

料の５ページからでございます。 

はじめに、「１ 報告の趣旨」でございま

す。本案件は、生産緑地地区及び特定生産緑

地の指定解除に係る変更について、今年度

実施する足立区都市計画審議会への付議及

び意見聴取に先立ち概要を報告するもので

ございます。 

続きまして、「２ 生産緑地地区の現況」

でございます。農地は、緑地、オープンスペ

ース、延焼遮断、避難場所など良好な都市環

境を形成する機能を有しておりますが、足

立区のほぼ全域である市街化区域内におい

ては、農地に関しても宅地並みの課税がさ

れるため、営農の継続が困難となり農地が

減少するおそれがございます。 

そこで農地を生産緑地地区として都市計

画決定することで、建築行為などの制限が

かかり、農地としての機能が担保でき、農地

の所有者は固定資産税の減免等の優遇措置

を受けることができるようになり、農業が

続けやすくなることから、農地の保全に繋

がっております。 

次に、「３ 生産緑地地区の課題と取組み」

でございます。生産緑地地区は、指定告示か

ら３０年を迎えると、固定資産税の減免等

の優遇措置が徐々に受けられなくなる上、

いつでも建築行為などの制限の解除が可能

になります。 

しかし、指定告示から３０年を経過する

前に特定生産緑地に指定すれば、その優遇

措置と行為制限が１０年延長され、農地の

保全に繋がります。 

そこで区では、間もなく指定から３０年

を迎える生産緑地地区を対象にして、特定

生産緑地に指定する取組みを行っておりま

す。 

なお、平成４年１１月に最初の指定を一

斉に行った生産緑地地区が、令和４年１１

月で指定から３０年を迎えることになりま

す。 

４ページの左下の表１をご覧ください。

平成４年１１月に指定された生産緑地地区

における特定生産緑地への指定状況です。

平成４年１１月指定の生産緑地地区は１２

４地区であり、そのうち特定生産緑地へ指

定済みの地区は１０５地区、未指定の部分

がある地区は１９地区となっております。

現在、この未指定の１９地区についての特

定生産緑地への意向を集約し、指定の手続

を進めてまいります。また、生産緑地の追加

及び解除についても、所有者の意向を確認

し、集約している最中でございまして、こち

らについても手続を進めてまいります。 

最後に６ページ目、「４ 都市計画手続き

の経緯と今後の予定」でございます。 
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令和４年１１月で指定から３０年を迎え

る生産緑地の特定生産緑地への指定につい

ては、次回１０月中旬の審議会で意見聴取

を行い、生産緑地の変更は例年どおり１２

月に審議を行う予定でございます。 

以上で報告２の説明を終わらせていただ

きます。 

続きまして、報告３「用途地域等の一括変

更について」、ご説明いたします。 

お手元の資料では、もも色の表紙の報告

説明資料の７ページをご覧ください。 

「１ 報告の趣旨」でございます。本案件

は、令和５年度に東京都が決定・告示を目指

している用途地域等の一括変更について、

その進捗状況と今後の都市計画手続につい

て報告するものでございます。 

続いて、「２ 一括変更の取組み」につい

てご報告いたします。用途地域等変更の原

案を作成するに当たって、変更内容を周知

するために素案を作成し、今年の１月に地

区内の利害関係人を対象に送付いたしまし

た。その際に利害関係人から２通の意見書

の提出があり、提出者に区の考え方を通知

いたしました。さらに、令和４年１月１３日

から２月３日の３週間、変更内容に関する

個別説明の受付期間を設け、この期間内に

２０名の利害関係人に説明を行いました。

これらの取組みを経て、令和３年度末に用

途地域等変更の原案を決定し、東京都に提

出いたしました。 

８ページをご覧ください。「３ 一括変更

の概要」でございます。 

今回の変更の対象として、東京都へ原案

を提出した地区は、ア「用途地域の境界の基

準としていた地形地物が変化した地区」が

１４地区、イ「事業中又は整備が完了した都

市計画道路等の沿道地区」が４地区、ウ「都

市計画を伴わずに土地利用が転換した地区」

が１地区、以上、合計１９地区でございます。

各地域の変更内容の詳細については、別添

資料１でご確認をお願いいたします。 

９ページをご覧ください。「４ 素案に対

する意見書と今後の方針について」でござ

います。 

令和４年１月に配布し周知した用途地域

等変更の素案に対して、別添資料１の変更

地区１５及び変更地区１８における利害関

係人から１通ずつ、計２通の意見書の提出

がございました。 

意見書の概要と、それに対する区の考え

をご報告いたします。 

意見書の概要の１つ目は「用途地域等の

変更に反対する」という内容でございます。

意見の理由としましては、変更後の法規制

と現在のまち並みに差がありすぎる。第一

種高度地区から第三種高度地区に変更する

ことで住環境が悪化する。準防火地域から

防火地域に変更することで、将来建て替え

時の負担が増える。建設費用が膨れ上がる。

希望に沿うものが建てられなくなるとの意

見でございます。 

これらに対して足立区は、「道路と近接す

る耐火建築物等により構成される帯状の不

燃空間である延焼遮断帯を形成するための

変更であり、地震に伴う市街地火災の延焼

を阻止するために必要な措置だと認識して

おります。」と意見書の提出者に回答いたし

ました。 

意見書の概要の２つ目は「変更しなくて

も安全なまちである」という内容でござい

ます。意見の理由としましては、現在も準防

火地域になっており、広い幅員の計画道路

ができれば延焼遮断帯として十分であると

の意見でございます。 

これに対して足立区は、「幅員が１５ｍの

道路においては、沿道３０ｍを耐火建築物

等で不燃化し、不燃化率が８０％以上とな

った場合、延焼遮断帯としての機能を発揮

すると東京都防災都市づくり推進計画に示

されております。しかし、当該地区内は不燃

化率が低く、地震に伴う市街地火災の延焼

を阻止するためには、沿道３０ｍを防火地

域として指定することが不可欠であると認

識しています。」と意見書の提出者に回答し

ました。 

１０ページをご覧ください。（３）素案に

対する今後の方針です。 

こちらについては、足立区のまちづくり

の最上位計画である足立区都市計画マスタ

ープランで示しているとおり、首都直下地

震などの大地震への対策として、延焼遮断

帯の整備による「燃えない、燃え広がらない

まち」の形成が急務となっておりますので、

素案のとおり都市計画手続を進める方針と

します。 

今後も意見書提出者に対しては、ご理解

いただけるよう丁寧に説明をしてまいりま

す。 
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最後に、「５ 都市計画手続きの経緯と今

後の予定」でございます。 

令和元年度１月に東京都から都市計画原

案の作成依頼を受け、令和３年３月２５日

に作成した都市計画原案を提出いたしまし

た。 

今回の第７４回足立区都市計画審議会で

の報告の後、８月中旬に都市計画法第１９

条に基づく東京都知事協議をし、１１月中

旬に、その後の都市計画手続に関するニュ

ースを、利害関係人を対象として配布する

予定でございます。 

その後、１１月下旬に都市計画法第１７

条に基づく都市計画案の公告・縦覧を行い、

１２月の足立区都市計画審議会で足立区決

定案件の高度地区、防火地域及び準防火地

域及び特別工業地区の変更についてご審議

いただきます。 

その後、東京都決定案件の用途地域及び

区域区分の変更について東京都都市計画審

議会でご審議頂き、令和５年度中に決定・告

示となる予定です。 

以上で報告３の説明を終わります。 

○長塩会長 次の報告に移ります。 

報告４「神明南地区地区計画の変更につ

いて」、大竹まちづくり課長から説明してく

ださい。 

○大竹まちづくり課長 まちづくり課長の

大竹でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

私からは、報告４「神明南地区地区計画の

変更について」、ご報告いたします。 

お手元の資料では、もも色の表紙の報告

説明資料１１ページからになります。 

はじめに、「１ 報告の趣旨」でございま

すが、都市計画道路補助第１０９号線の整

備に伴う延焼遮断帯形成に向けた用途地域

等の変更に合わせて、右側の位置図の一点

鎖線の範囲の足立東部地域神明南地区地区

計画を変更するものでございます。 

今回は、都市計画審議会への付議に先立

ちまして、概要についてご報告させていた

だきます。 

次に、「２ 地区の現況」でございます。

本地区は、花畑川ですとか葛西用水親水水

路などにより、水と緑が豊かな環境が形成

されております。また、土地区画整理事業を

施行すべき区域に位置づけられておりまし

て、良好な低中層住宅地を形成するために、

平成１６年６月に地区計画を策定いたしま

して、公共施設の整備を図りつつ土地の有

効利用を適切に誘導しているところでござ

います。 

こうした中、本地区を南北に走る補助第

１０９号線が令和３年６月に事業認可され

ておりまして、東京都施行で今行われてい

るところでございます。 

続きまして、「３ 地区の目標」でござい

ます。お手元の資料では、１２ページになり

ます。 

地区計画図書に記載をしておりますが、

地区の目標は大きく３点でございます。１

点目といたしまして、補助第１０９号線の

延焼遮断帯の形成に向け、沿道の土地の高

度利用と建築物の不燃化を誘導いたします。

２点目といたしましては、居住機能をはじ

め、商業・業務、交流などの機能が複合した

土地利用を誘導いたします。３点目といた

しましては、良好な環境を害するおそれが

ある用途を制限いたします。 

続きまして、「４ 用途地域等及び地区計

画の変更概要」についてご説明いたします。 

まず、（１）用途地域等の変更でございま

すけれども、補助第１０９号線の沿道３０

ｍの範囲につきましては、申し訳ございま

せん、報告３の資料になりますけれども、別

添資料１というカラーの資料の後ろから３

枚目の変更内容１６に記載させていただい

ておりますとおり、延焼遮断帯形成のため

に、用途地域の一括変更によりまして容積

率を３００％、最低限高度地区７ｍの指定

を防火地域に変更するということをこの中

でやっていきたいと考えでございます。 

お手元の資料、もも色の表紙のほうに戻

っていただきまして、１２ページの４の（２）

地区計画の変更についてですけれども、変

更後の用途地域等に合わせて新たな地区部

分を設定いたします。また、良好な環境を害

するおそれのある用途を制限しつつ、土地

の高度利用と建築物の不燃化を誘導してま

いります。 

最後に、「５ 都市計画手続きの経緯と今

後の予定」でございます。 

お手元の資料では１３ページになります

が、５月２７日及び２８日に都市計画法第

１６条に基づく都市計画原案の説明会を開

催いたしまして、６月６日から都市計画法

第１６条に基づき都市計画原案の縦覧を行
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いました。縦覧期間中に頂いた意見はござ

いませんでした。 

今後、都市計画の案を作成いたしまして、

１２月上旬に都市計画法第１７条に基づき

都市計画案の縦覧を行い、都市計画審議会

にてご審議いただいた上で、令和５年に都

市計画決定・告示を行う予定でございます。 

私からの説明は以上でございます。 

○長塩会長 では、次の報告に移ります。 

報告５「平野・東六月町地区地区計画の変

更について」、内田中部地区まちづくり担当

課長から説明願います。 

○内田中部地区まちづくり担当課長 中部

地区まちづくり担当課長の内田と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 

私からは、報告５「平野・東六月町地区地

区計画の変更について」、ご報告いたします。 

お手元の資料では、もも色の表紙の報告

説明資料１５ページからになります。 

はじめに「１ 報告の趣旨」でございます

が、本案件は足立東部地域平野・東六月町地

区地区計画について、地域のまちづくりの

整備状況に合わせ、位置づけられている区

画道路４８号を廃止し、歩行者専用通路及

び小広場を指定するものです。 

今回は、都市計画審議会の付議に先立ち、

概要についてご報告させていただきます。 

次に、「２ 地区の現況」でございます。

地区西側及び南側は幹線道路に近接し、地

区中央部にある都市計画道路補助第２５８

号線が整備され、骨格となる幹線道路が整

備されております。 

一方、地区内部における生活道路網は未

形成であり、土地区画整理事業を施行すべ

き区域として指定されております。 

地区中央部には区営平野運動場があり、

北部では大規模な宅地開発により住宅供給

が図られており、宅地開発と生活道路の整

備が進んでおります。 

次に、「３ 地区の課題」でございます。

１６ページに記載のとおりでございます。 

続きまして、「４ 地区計画の変更」でご

ざいます。お手元の資料では１６ページに

なります。 

地区計画で定めている地区施設、区画道

路４８号を特別養護老人ホームの計画に伴

って廃止し、新たに歩行者専用通路及び小

広場を新設する計画に変更します。今回の

変更部分は、右側の地図に赤い点線で図示

しております。 

変更の詳細につきましては、左側の「現在

の計画」と書かれている図に示されている

区画道路４８号を廃止し、矢印の右側の変

更後の図をご覧いただくと分かるように、

新たに歩行者専用通路を北の道路から南の

道路に抜けられるように配置し、敷地の東

側に小広場２か所を新設する計画となりま

す。 

以上が地区計画の変更でございます。 

最後に、「５ 都市計画手続きの経緯と今

後の予定」でございます。お手元の資料では

１７ページになります。 

現在、都市計画法第１６条に基づく地区

計画に係る都市計画原案の説明会が終了し、

縦覧を行っております。意見書の提出期間

は８月４日までとなっております。昨日ま

でに頂いたご意見は０件となっております。 

頂いたご意見を基に、今後は都市計画の

案を作成し、９月頃に都市計画法第１７条

の縦覧を行います。 

その後、１０月の第７５回都市計画審議

会でご審議いただき、１１月上旬の都市計

画決定・告示を予定しております。 

以上で報告５の説明を終わります。私か

らの報告は以上となります。ありがとうご

ざいます。 

○長塩会長 ただいま説明いただきました、

以上の報告５件につきまして、ご意見・ご質

問がありましたら、お願いいたします。 

無ければ、以上で本日の議案審議は終了

といたします。 

これより会の進行を事務局にお願いいた

します。 

○室橋都市建設課長 長塩会長、議事進行

ありがとうございました。 

 事務連絡が２点ございます。 

 １点目に次回の足立区都市計画審議会で

ございますが、令和４年１０月２０日（木曜

日）午後２時から、場所は本日と同様、こち

らの特別会議室での開催を予定してござい

ます。改めてご通知申し上げますが、ご予定

の程、よろしくお願いいたします。 

 ２点目、本日、当審議会にお車にてご来場

いただいた委員の皆様につきましては駐車

券をご用意しております。事務局にお申し

つけください。 

 事務連絡は以上でございますが、委員の

皆様から何かございますでしょうか。 
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 なお、今回の審議会をもちまして、区民委

員の渡部郁子様、鈴木亮太様は任期満了と

なります。２年間熱心なご審議を頂き、誠に

ありがとうございました。 

これにて、第７４回足立区都市計画審議

会を閉会とさせていただきます。皆様、本日

は、熱心なご審議を賜り、ありがとうござい

ました。Ｗｅｂでご出席の村尾委員はご退

出をお願いいたします。どうもありがとう

ございました。 


